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平成27年10月９日　金曜日（851）

告 示
栃木県告示第479号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年10月９日から同年11月９日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

239 主 要 地 方 道
常陸太田那須烏山線

那須烏山市大沢字太良窪40-１から
那須烏山市大沢字荒屋814まで 平成27年10月９日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○地域森林計画の案の縦覧等
　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項の規定により地域森林計画をたてようとするので、同法第６
条第１項の規定により次のとおり公告し、当該地域森林計画の案を、栃木県環境森林部環境森林政策課及び所
轄の環境森林事務所又は森林管理事務所において、平成27年10月９日から同年11月６日まで一般の縦覧に供す
る。
　なお、同条第２項の規定により、当該地域森林計画の案に意見がある者は、縦覧期間満了の日までに、知事
に理由を付した文書をもって、意見を申し立てることができる。
　　平成27年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

森林計画区
の 名 称

計 画 期 間 計 画 対 象 区 域
所轄の環境森林事務所
又は森林管理事務所

那 珂 川 平成28年４月１日から
平成38年３月31日まで

茂木町の区域 県東環境森林事務所

大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那
須町及び那珂川町の区域

県北環境森林事務所

矢板市、さくら市及び塩谷町の区域 矢板森林管理事務所
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（環境森林政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成27年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字多功字上ノ原2522番
252、2522番254、2522番255

河内郡上三川町大字多功2522番地107 秋　山　慎之介

河内郡上三川町大字多功字上ノ原2522番
107、2522番253

河内郡上三川町大字多功2522番地107 秋 山 光 夫

河内郡上三川町大字上蒲生字地蔵堂1422番５ 河内郡上三川町大字上蒲生2057番地
コーポOM　A-103
茨城県筑西市二木成1313番地グラン
デージ二木成301

伊 藤 和 芳

伊 藤 　 司

河内郡上三川町大字上蒲生字地蔵堂1414番
１、1415番１

河内郡上三川町天神町16番地　県営か
みのかわ住宅２棟44

石 川 康 子

真岡市小林字稲荷前868番１ 真岡市小林796番地５ 瀬 尾 英 司

真岡市上江連字元屋敷437番11、437番13、
437番16、477番３、477番４

真岡市上江連476番地 野 澤 義 洋

下野市下古山字新田上3007番13 宇都宮市五代一丁目10番24号　ネオ・
アヴァンセ五代　伍102

峰　島　麻理子
峰 島 理 輔

下都賀郡壬生町大字安塚字鹿島原2075番１、
2064番３

栃木市西方町本城62番地３ 株式会社木の花
ホーム

下都賀郡野木町大字野渡字狐塚143番１ 茨城県古河市平和町１番18号平和町ア
パート２-104号

緒 方 初 恵

（第２工区）
塩谷郡塩谷町大字上沢字黒岩697番１、697番
２、697番３、697番４、697番５、697番６の
各一部、字黒岩下698番１、698番２、698番
３、698番４、698番１地先の各一部

埼玉県行田市藤原町一丁目14番地１ 株式会社ショーワ

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県収入証紙売りさばき場所の変更
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第10条の規定により、栃木県収入証紙売りさばき場所の
変更について、次のとおり届出があったので、同条例第14条の規定により公告する。
　　平成27年10月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

変 更
年 月 日 変更後の売りさばき場所 変更前の売りさばき場所 氏名又は

名 称
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平成27年
９月30日

茂木町茂木155
茂木町会計課

茂木町茂木155
茂木町出納室

茂木町

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


